
水郷田名団地 建築協定の概要 
 
 
 
 

 

不適合 

建
築
主 

運
営
委
員
長
に
事
前

協

議

書

の

提

出

確
認 

審
査

建

築 

適合 

適合 

設
計
変
更 

建

築

確

認

申

請 

○協定区域内で建物を建てる時には、上図のような手続きが必要です。

街づくり、建築協定についてのお問い合わせは･････相模原市 街づくり支援課 
 

相模原市中央区中央２丁目１１番１５号 TEL042－769－9252（直通） FAX042－754－8490
E メール machidukuri＠city.sagamihara.kanagawa.jp 
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〈建築協定とまちづくり〉 

建築協定とは、建築基準法に基づく制度です。地区内の土地所有者等の全員の合意を得て、協定

書を市に申請して認可を受けます。合意した当事者はもとより、土地等の権利者が代わった場合に

も効力が波及します。住環境や商店街の利便を高度に維持及び増進することを目的とした土地と建

物のルールで、運営は協定者が行っています。 

水郷田名団地は 用途地域が第一種住居地域(一部商業地域)であり 都市計画法の開発許可を受水郷田名団地は、用途地域が第 種住居地域( 部商業地域)であり、都市計画法の開発許可を受

け、昭和 57年に旧住宅供給公社により基盤整備が行われ、良好な住環境の戸建て住宅主体の分譲地

として造成されたものです。しかし、許容される種々の条件により様々な建築計画が想定されるこ

とから、将来にわたり良好な居住環境を維持及び増進させることを目的に建築協定が締結されまし

た。 

 

▼水郷田名団地 建築協定 区域図
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● 区域の概要

第一種住居地域(200/60準防火)、一部商業地域

：用途地域境界線

市街化調整区域県道５４号

相模原愛川線

：住居専用地区

：業務施設地区



水 郷 田 名 団 地 建 築 協 定 書         (S57.12.17 認可) 

 

 

（目 的） 

第１条 この建築協定は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６９条及び相模原市

建築協定条例（昭和４７年４月１日条例第１８号及び昭和５７年９月２０日告示第７４号）

の規定に基づき、以下第７条に定める区域内における建築物の敷地・位置・構造・用途・

形態及び建築設備を協定し、住宅地等としての環境を高度に維持増進することを目的とす

る。 

 

（用語の定義） 

第２条 この建築協定に用いる用語の意義は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）及

び建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）の定めるところによる。 

  

（名 称） 

第３条 この建築協定は、水郷田名団地建築協定（以下「協定」という）と称する。 

 

（協定の締結） 

第４条 前条の協定は、本条第２項の合意をしたとみなされる２以上の土地所有権者（建築

基準法第７７条の規定により土地所有権者等とみなされる借主を含む）及び建築物の所有

を目的とする地上権者又は、賃借権を有する者（以下「土地の所有者等」という）により

締結するものとする。 

２ 土地の所有者等は当該権利発生の日から、この協定に合意した協定者とみなす。 

  

（協定の変更） 

第５条 第７条に定める協定区域内における土地の所有者等は、この協定に係る協定区域・

建築物に関する基準・有効期間又は、違反者の措置を変更しようとする場合において、そ

の全員の合意をもって、その旨を定め、これを相模原市長に申請して、その認可を受けな

ければならない。 

 

（協定の廃止） 

第６条 第７条に定める協定区域内における土地の所有者等は、この協定を廃止しようとす

る場合において、その過半数の合意をもってその旨を定め、これを相模原市長に申請して

その認可を受けなければならない。 

 

（協定区域） 

第７条 この協定区域は、次のとおりとする。相模原市田名字久所２１８、２１９、２２１、

２２２、２２７－１、２２７－３～６、２３０～２５２、４２９-７、４３４、４３５、 



４４７、４９９－５～１４の別添区域図による。(その後の住居表示で水郷田名三丁目となっ

た。) 

 

（地 区） 

第８条 前条に定める区域を次の地区（別途区域図を参照）に区分する。 

（１）住居専用地区                     

（２）業務施設地区 

 

（建築物に関する基準） 

第９条 前条に定める協定区域内における建築物の敷地・位置・構造・用途・形態及び建築

設備については、それぞれの地区について次の各号に定める基準によらなければならない。 

ただし、公益上必要な建築物で運営委員会の認めるものは、この限りではない。 

また、汚水は、それぞれ、一土地区画内に設置されている汚水桝に接続流下させ公共下水

道供用開始までの間、協定区域内のコミュニティプラント（合併処理浄化槽）で処理しな

ければならない。 

（１）住居専用地区 

イ）建築物は  

・一土地区画一戸建の個人専用住宅 

（附属する物置、車庫を含む） 

・診療所（獣医院は除く）併用住宅  

・協定区域内住民に供する集会所、ガス施設  

・消防施設  

・清掃施設  とする。 

ロ）現状の一土地区画の分割、統合はできないものとする。 

ただし、協定設定時の土地区画単位での分割、統合はこの限りではない。 

ハ）一土地区画の敷地面積は、１４０平方メートル以上とする。 

ニ）現状地盤からの切土、盛土による二次造成はできないものとする。 

ホ）建築物の高さは､現状地盤面から最高９メートル以下､軒の高さは６.５メートル以下

とする。また､地階を除く階数は２以下とする。 

へ）建築物の外壁又は、これに代わる柱の面から道路（緑道を含む）境界線までの距離を

１．５メートル以上（ただし、隅切部は除く）、隣地境界線までの距離を１.０メートル

以上とする。ただし、外壁の中心線の長さの合計が３メートル以下の出窓（地盤面から

０.９メートル以上にあるものに限る）、外壁を有しない簡易車庫、軒の高さが２.３メ

ートル以下で、かつ床面積の合計が、５平方メートル以内である物置及びこれに類する

用途に供するものは、この限りではない。 

ト）この地区の 

建築面積の敷地面積に対する割合は、 

６／１０以下とし、 



延べ面積の敷地面積に対する割合は、 

１２／１０以下とする。 

チ）駐車場及び出入口を除く敷地の道路沿いには、道路より幅０.６メートル以上の植樹

帯を設ける。 

なお、門及び塀を設ける場合は、高さ１.８メートル以下とし、塀は透視可能なフェ

ンス、鉄柵等とする。 

リ）広告物、自動販売機の設置はできないものとする。 

ヌ）建築物の色彩は、極端な原色や派手な色を避け、周辺との調和を配慮する。 

 

（２）業務施設地区 

イ）建築物は  

・店   舗 （併用住宅含む） 

・事  務  所 （ 同  上 ） 

・診 療 所 ( 同  上 ) 

・個人専用住宅   

・バス折返場及びその附属施設 

・コミュニティプラント（合併処理浄化槽、ポンプ場等）とする。 

ロ）現状の一土地区画の分割、統合は出来ないものとする。 

ただし、協定設定時の土地区画単位での分割、統合はこの限りではない。 

ハ）一土地区画の敷地面積は、１４０平方メートル以上とする。 

ニ）建築物の外壁又は、これに代わる柱の面から道路境界線までの距離を１.０メートル

以上とする。 

ただし、バス折返場の附属施設は除くものとする。 

ホ）この地区の 

建築面積の敷地面積に対する割合は、 

６／１０以下とし、 

延べ面積の敷地面積に対する割合は、 

２０／１０以下とする。 

  

（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、相模原市長の認可のあった日から１０年以上とし、それ

以後については、第６条に定める協定の廃止の認可公告のあった日までとする。 

ただし、違反者の措置に対しては、期間満了後も、なお効力を有するものとする。 

 

（効力の継承） 

第１１条 この協定は、認可のあった日以後において当該建築協定の土地の所有者等となっ

た者に対しても、なお、その効力が及ぶものとする。 

 



 

（違反者の措置） 

第１２条 第９条の規定に違反した者があった場合、第１４条に定める委員会の委員長は、

委員会の決定に基づき、当該土地の所有者等に対して工事施工停止を請求し、かつ、文書

をもって相当の猶予期間をつけて当該行為を是正するための必要な措置を請求するものと

する。 

２ 前項の請求があった場合においては、当該土地の所有者等はこれに従わなければならな

い。 

 

（裁判所への提訴） 

第１３条 前条第 1 項に基づく請求があった場合において、当該土地の所有者等がその請求

に従わないときは、委員長は、委員会の決定に基づき、その強制履行又は、当該権者の費

用をもって第三者にこれを為さしめることを裁判所に請求することができる。 

２ 前項の提訴手続き等に要する費用は、当該土地の所有者等の負担とする。 

  

（運営委員会） 

第１４条 この協定の運営に関する事項を処理するため、協定運営委員会を設置する。 

２ 委員会は、この協定区域内の土地の所有者等の互選により選出された委員若干名をもっ

て組織する。 

３ 委員の任期は、１年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の任期の残存期間とす

る。 

４ 委員は再任されることができる。 

 

（役 員） 

第１５条 委員会には次の役員を置く。 

（１）委 員 長   1名  

（２）副委員長   1 名  

（３）会  計   1 名  

（４）委  員  若干名 

２ 委員長は、委員の互選により選出する。委員長は、委員会を代表し、協定運営の事務を

総括する。 

３ 副委員長及び会計は委員のなかから委員長が委嘱する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故のあるとき、これを代行する。 

５ 会計は、委員会の経理に関する業務を処理する。 

６ 委員は任期が満了した場合においても後任の委員が任命されるまで、その職務を行う。 

  

（補 則） 

第１６条 この協定に規定するもののほか、委員会の組織運営議決の方法等について必要な



事項は、別に定める。 

（附 則） 

第１７条 この協定は、相模原市長の認可の日から起算して１年以内において、当該建築協

定区域内の土地に２以上の土地の所有者等が存することになったときから法第７３条第２

項の規定による認可の公告のあった建築協定と同一の効力を有する。 

２ この協定書は、３部作成し、２部を相模原市長に提出し、１部を委員長が保管し、その

写しを協定者全員に配布する。 
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